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第４ 避難施設 

 

１  適 用 範 囲  

建 基 令 第 ５ 章 第 ２ 節 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 建 築 物 に 適 用 す る 。  

(１ ) 建 基 法 別 表 第 一 (い )欄 (一 )項 か ら (四 )項 ま で に 掲 げ る 用 途 に 供 す る 特

殊 建 築 物  

(２ ) 階 数 が ３ 以 上 で あ る 建 築 物  

(３ ) 建 基 令 第 116条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 窓 そ の 他 の 開 口 部 を 有 し な

い 居 室 を 有 す る 階  

(４ ) 延 べ 面 積 が 1,000㎡ を 超 え る 建 築 物  

 

２  廊 下 の 幅  

廊 下 の 幅 は 、 第 ４ － １ 表 に 掲 げ る 数 値 以 上 と す る こ と 。  

  な お 、廊 下 の 幅 は 、有 効 内 法 寸 法 と さ れ て お り 、廊 下 に 手 す り や 設 備 機 器

が 取 り 付 け ら れ て い る 場 合 は 、 留 意 す る こ と 。（ 第 ４ － １ 図 参 照 ）  

 

第 ４ － １ 表  

用 途 

廊下の幅 

両側に居室がある 

廊下の場合 

片側に居室がある 

廊下の場合 

小学校の児童用、中学校・高等学校の生徒用 2.3ｍ以上 1.8ｍ以上 

病院の患者用、 

共同住宅の共用廊下(住戸・住室の床面積の

合計が100㎡を超える階)３室以下の専用の

ものを除き、居室の床面積の合計が200㎡

（地階にあっては100㎡）を超える階 

1.6ｍ以上 1.2ｍ以上 
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３  直 通 階 段  

直 通 階 段 と は 、各 階 で 次 の 階 段 ま で 誤 り な く 通 じ 避 難 階（ 直 接 地 上 へ 通 じ

る 出 入 口 の あ る 階 ） に 容 易 に 到 達 で き る 階 段 を い う 。  

な お 、階 段 の 途 中 に 扉 が あ る な ど 避 難 上 支 障 が あ る も の や 、次 の 階 へ 通 じ

る 階 段 の 位 置 が 離 れ て い て 連 続 性 に 欠 け る も の 、避 難 時 に 次 の 階 段 が 容 易 に

確 認 で き な い も の 、階 段 の 踊 場 が 廊 下 状 の も の な ど は 直 通 階 段 に 該 当 し な い 。 

（ 第 ４ － ２ 図 参 照 ）  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－ ２ 図  

 

 

４  ２ 以 上 の 直 通 階 段 （ 第 ４ － ２ 表 参 照 ）  

(１ ) 次 に 掲 げ る 階 段 は 、 建 基 令 第 121条 で 定 め る ２ 以 上 の 直 通 階 段 と し て 扱

え な い も の で あ る こ と 。  

ア  ２ 以 上 の 階 段 が 途 中 階 （ 避 難 階 を 含 む 。） で 一 の 階 段 と な る も の  

イ  ２ 以 上 の 直 通 階 段 を 必 要 と す る 階 が 、一 の 階 段 室 内 を 経 由 し な け れ ば

他 の 階 段 に 到 達 で き な い 避 難 動 線 と な っ て い る も の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避 難 上 支 障 が あ り 直 通 階 段 に 該 当 し な い 例  

廊下 

室 室 

室 

屋上 

（階段の途中に戸があるもの） （長い廊下を介するもの） 

（階段の踊場が廊下状のもの） 

（屋上を介して見通しの聞かないもの） 

： 避 難 経 路  
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第 ４ － ２ 表   ２ 以 上 の 直 通 階 段 を 設 け な け れ ば な ら な い 建 築 物  

建築物の用途など 

主要構造部 

準耐火構造 

不燃材料 

その他の 

場合 

(1) 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 客席・集会室のある階 

(2) 物品販売業を営む店舗(>1,500㎡) その階に売場を有するもの 

(3) 

キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー 

客席、客室その他これに

類するもの (注1) 

個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接

触する役務を提供する営業を営む施設 

ヌードスタジオその他これに類する興行場（劇場、映画

館又は演芸場に該当するものを除く。） 

専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設 

店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む

店舗 

(4) 
病院・診療所の病室床面積、児童福祉施設などの主たる

用途に供する居室床面積（その階における。） 
>100㎡ >50㎡ 

(5) 
ホテル・旅館・下宿の宿泊室床面積、共同住宅の居室床

面積、寄宿舎の寝室床面積（その階における。） 
>200㎡ >100㎡ 

(6) 
その他の 

建築物 

６階以上の階 居室のある階は必要 (注2) 

５階以下

の階 

避難階の直上階の居室床面積 >400㎡ >200㎡ 

その他の階の居室床面積 >200㎡ >100㎡ 

(注 １ )  そ の 階 の 居 室 床 面 積 の 合 計 が 100㎡ (主 要 構 造 部 が 準 耐 火 構 造 又 は

不 燃 材 料 の 場 合 は 200㎡ )を 超 え ず 、か つ 、そ の 階 に 避 難 上 有 効 な バ ル

コ ニ ー 、屋 外 通 路 そ の 他 こ れ に 類 す る も の 及 び そ の 階 か ら 避 難 階 又 は

地 上 に 通 ず る 屋 外 避 難 階 段 又 は 特 別 避 難 階 段 が 設 け ら れ て い る も の

等  

(注 ２ ) (１ )か ら (４ )ま で に 掲 げ る 用 途 に 供 し な い 場 合 に 限 り 、(注 １ )に 該

当 す る 場 合 は 、 直 通 階 段 を １ と す る こ と が で き る 。  

 

(２ ) 避 難 上 有 効 な バ ル コ ニ ー 等  

建 基 令 第 121条 の 避 難 上 有 効 な バ ル コ ニ ー 、 屋 外 通 路 そ の 他 の こ れ ら に

類 す る も の は 、 次 に よ る こ と 。  

ア  避 難 上 有 効 な バ ル コ ニ ー の 構 造 （ 第 ４ － ３ 図 参 照 ）  

(ア ) バ ル コ ニ ー の 位 置 は 、直 通 階 段 の 位 置 と 概 ね 対 称 の 位 置 と し 、か つ 、

当 該 階 の 各 部 分 と 容 易 に 連 絡 さ れ て い る こ と 。  

(イ ) バ ル コ ニ ー は 、そ の １ 以 上 の 側 面 が 道 路 等 又 は 幅 員 75㎝ 以 上 の 敷 地

内 の 通 路 に 面 し 、か つ 、安 全 な 場 所 に 避 難 す る こ と が で き る 手 段 が 講

じ ら れ て い る こ と 。  

※  安 全 な 場 所 に 避 難 す る こ と が で き る 手 段 と は 、避 難 器 具 に よ り 地

上 へ の 避 難 動 線 が 確 保 さ れ て い る も の を い う 。  

な お 、 当 該 避 難 器 具 は 、 固 定 タ ラ ッ プ 、 床 埋 設 式 避 難 ハ ッ チ 等 の

連 続 的 な 避 難 が で き る 設 備 を い う 。  
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(ウ ) バ ル コ ニ ー （ 共 同 住 宅 の 住 戸 等 に 附 属 す る も の を 除 く 。） の 各 部 分

か ら ２ ｍ 以 内 に あ る 当 該 建 築 物 の 外 壁 は 耐 火 構 造（ 準 耐 火 建 築 物 に あ

っ て は 準 耐 火 構 造 ）と し 、そ の 部 分 に 開 口 部 が あ る 場 合 に は 、そ の 開

口 部 に 防 火 戸（ 建 基 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ２ ロ に 規 定 す る 防 火 設 備 を い う 。

以 下 同 じ 。） が 設 け ら れ て い る こ と 。  

(エ ) バ ル コ ニ ー の 面 積 は 、２ ㎡ 以 上（ 当 該 バ ル コ ニ ー か ら 安 全 に 避 難 す

る 設 備 の 部 分 を 除 く 。） と し 奥 行 き の 寸 法 は 75㎝ 以 上 で あ る こ と 。  

(オ ) 屋 内 か ら バ ル コ ニ ー に 通 ず る 出 入 口 の 戸 の 幅 は 75㎝ 以 上 、 高 さ は

1.8ｍ 以 上 、 下 端 の 床 面 か ら の 高 さ は 15㎝ 以 下 で あ る こ と 。  

(カ ) バ ル コ ニ ー は 十 分 外 気 に 開 放 さ れ て い る こ と 。  

(キ ) バ ル コ ニ ー の 床 は 、準 耐 火 構 造 そ の 他 こ れ ら と 同 等 以 上 の 準 耐 火 性

能 を 有 す る も の と し 、 か つ 、 構 造 耐 力 上 安 全 な も の と す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － ３ 図  

 

イ  屋 外 通 路 の 構 造  

(ア ) 当 該 階 の 外 壁 面 に 沿 っ て 設 け ら れ 、直 通 階 段 の 位 置 と 概 ね 対 称 の 位

置 で 屋 内 と 連 絡 さ れ て い る こ と 。  

(イ ) 当 該 階 の 各 部 分 と 容 易 に 連 絡 さ れ て い る こ と 。  

(ウ ) 幅 60㎝ 以 上 で 、手 す り そ の 他 の 安 全 な 場 所 に 通 ず る も の と す る こ と 。 

(エ ) 通 路 の 一 端 は 、直 通 階 段 に 連 絡 し 、他 端 は タ ラ ッ プ そ の 他 の 避 難 上

有 効 な 手 段 に よ り 安 全 な 場 所 に 避 難 で き る 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ

と 。  

※  直 通 階 段 が 外 壁 に 接 し て 設 け ら れ て い な い 場 合 又 は 通 路 を 直 通

階 段 に 連 絡 す る こ と が 困 難 で や む を 得 な い 場 合 等 に あ っ て は 、両 端

に 安 全 に 避 難 す る こ と が で き る 手 段 を 講 じ た も の 。  

(オ ) 屋 内 部 分 と の 区 画 、出 入 口 の 戸 及 び 構 造 に つ い て は 、バ ル コ ニ ー の

場 合 と 同 様 に さ れ て い る こ と 。  

 

面積２㎡以上で床は準耐火構造など 

２ｍ ２ｍ 

75㎝以上 

防火設備で幅75㎝以上、高さは1.8ｍ以上、 

床からの高さは15㎝以下 防火設備 

耐火構造など 

十分外気に開放 
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ウ  そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

下 階 の 屋 根 、ひ さ し 等（ 耐 火 構 造 の も の に 限 る 。）及 び 避 難 橋 等 で 、ア

又 は イ の 避 難 上 有 効 な バ ル コ ニ ー 又 は 屋 外 通 路 と 同 等 以 上 の 避 難 上 の

効 果 を 有 す る も の は 、 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の と み な す 。  

 

５  避 難 階 段 又 は 特 別 避 難 階 段 （ 第 ４ － ３ 表 参 照 ）  

建 基 令 第 123条 の 避 難 階 段 及 び 特 別 避 難 階 段 は 、 次 に よ る こ と 。  

 

第 ４ － ３ 表   避 難 階 段 を 設 け な け れ ば な ら な い 建 築 物  

 

一般の建築物(注) 

３階以上の階を、床面積の合計が

1500㎡を超える物品販売業を営む

店舗に供する建築物 

地上階 地階 地上階 地階 

避難階段又

は特別避難

階段とすべ

き直通階段 

５階以上の階に

通ずるもの 

地下２階以下の

階に通ずるもの 

各階の売場およ

び屋上広場に通

ずる２以上もの 

地下２階以下の

階に通ずるもの 

特別避難階

段とすべき

直通階段 

15階以上の階に

通ずるもの 

地下３階以下の

階に通ずるもの 

① ５階以上の

売場に通ずる

１以上のもの 

② 15階以上の

売場に通ずる

もの 

地下３階以下の

階に通ずるもの 

(注 ) 以 下 に 該 当 す る 場 合 は 、 設 置 を 免 除 す る こ と が で き る 。  

 ①  主 要 構 造 部 が 準 耐 火 構 造 又 は 不 燃 材 料 で 造 ら れ た 建 築 物 で 、 ５ 階 以

上 の 階 の 床 面 積 の 合 計 又 は 地 下 ２ 階 以 下 の 階 の 床 面 積 の 合 計 が 100㎡

以 下 の も の 。  

 ②  主 要 構 造 部 が 耐 火 構 造 で 、耐 火 構 造 の 床 、壁 、特 定 防 火 設 備 で 100㎡

以 内 （ 共 同 住 宅 の 住 戸 は 200㎡ ） 以 内 ご と に 区 画 さ れ た も の 。  

 

(１ ) 屋 内 に 設 け る 避 難 階 段  

ア  構 造 （ 第 ４ － ４ 図 参 照 ）  

(ア ) 階 段 室 の 壁 の 構 造 は 、 耐 火 構 造 と す る 。 た だ し 、 建 基 令 第 123条 第

１ 項 第 ４ 号 の 開 口 部 、 第 ５ 号 の 窓 、 第 ６ 号 の 出 入 口 の 部 分 は 除 く 。  

(イ ) 階 段 室 の 天 井（ 天 井 が な い 場 合 に あ っ て は 、屋 根 ）及 び 壁 は 、下 地・

仕 上 げ と も に 不 燃 材 料 と す る 。  

(ウ ) 階 段 室 に は 、採 光 上 有 効 な 開 口 部 又 は 予 備 電 源 を 有 す る 照 明 設 備 を

設 け る 。  

(エ ) 階 段 室 の 屋 外 に 面 す る 壁 に 設 け る 開 口 部（ １ ㎡ 以 内 の 鉄 製 網 入 り ガ

ラ ス 入 り 等 の 防 火 設 備 の は め ご ろ し 窓 は 除 く 。） は 、 階 段 室 以 外 の 開

口 部 等 か ら 90㎝ 以 上 離 す か 、又 は 50㎝ 以 上 突 出 し た そ で 壁・ひ さ し 等

を 設 け る 。  
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(オ ) 階 段 室 の 屋 内 に 面 す る 壁 に 開 口 部 を 設 け る 場 合 は 、１ ㎡ 以 内 の 鉄 製

網 入 り ガ ラ ス 入 り 等 の 防 火 設 備 の は め ご ろ し 窓 と す る 。  

(カ ) 階 段 室 の 出 入 口 は 、防 火 設 備 で 次 の ａ 又 は ｂ の い ず れ か に 適 合 す る

も の で あ る こ と 。  

ａ  常 時 閉 鎖 式 防 火 戸 （ 面 積 ３ ㎡ 以 内 ）  

ｂ  随 時 閉 鎖 で き る 煙 感 知 器 又 は 熱 煙 複 合 式 感 知 器 連 動 の 自 動 閉 鎖

の 防 火 設 備 と し 、か つ 、直 接 手 で 避 難 方 向 に 開 く こ と が で き 、し か

も 、 手 を 放 せ ば 自 動 的 に 閉 ま る 構 造 を 有 す る も の と す る 。  

（ 幅 ≧ 75㎝ 、 高 さ ≧  180㎝ 、 敷 居 高 さ ≦ 15㎝ ）  

(キ ) 階 段 は 、 耐 火 構 造 と し て 避 難 階 ま で 直 通 さ せ る こ と 。（ 鉄 造 も 可 ）  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － ４ 図  

 

イ  階 段 室 内 に 設 け る エ レ ベ ー タ ー の 出 入 口  

階 段 室 内 に は 、原 則 と し て エ レ ベ ー タ ー の 出 入 口 は 設 け る こ と が で き

な い 。た だ し 、す べ て の 階 で エ レ ベ ー タ ー の 昇 降 路 等 の 部 分 が 他 の 部 分

と 防 火 区 画 さ れ 、 出 入 口 が 階 段 室 内 に あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。 

(２ ) 屋 内 階 段 等 の 部 分 を 定 め る 件 （ 平 14.11.28消 防 庁 告 示 第 ７ 号 ） の 階 段  

規 則 第 ４ 条 の ２ の ３ 並 び に 第 26条 第 ２ 項 、第 ５ 項 第 ３ 号 ハ 及 び 第 ７ 項 第

３ 号 の 屋 内 避 難 階 段 等 の 部 分 は 、階 段 の 各 階 又 は 各 階 の 中 間 の 部 分 ご と に

設 け る 直 接 外 気 に 開 放 さ れ た 排 煙 上 有 効 な 開 口 部（ 窓 は 該 当 し な い ）で 次

の ア 及 び イ に 該 当 す る も の 。（ 第 ４ － ５ 図 参 照 ）  

ア  開 口 部 の 開 口 面 積 は 、 ２ ㎡ 以 上 で あ る こ と 。  

イ  開 口 部 の 上 端 は 、当 該 階 段 の 部 分 の 天 井 の 高 さ の 位 置 に あ る こ と 。た

だ し 、 階 段 の 部 分 の 最 上 部 に お け る 当 該 階 段 の 天 井 の 高 さ の 位 置 に 500

㎠ 以 上 の 外 気 に 開 放 さ れ た 排 煙 上 有 効 な 換 気 孔 を 設 け た 場 合 は 、こ の 限

り で は な い 。  

 

 

50㎝以上 
耐火構造の壁 

防火設備 

①常時閉鎖式 

②随時閉鎖式 

煙感知器連動 

自動閉鎖 

幅75㎝以上、高さは1.8ｍ以上、 

床からの高さは15㎝以下 

採光窓又は予備 

電源付照明設備 

90㎝以上 

（屋外） 

屋内に面する窓 

鉄製網入りガラス入りのはめごろし窓 内装 

下地・仕上げとも不燃材料 
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第 ４ － ５ 図   排 煙 上 有 効 な 開 口 部 を 有 す る 屋 内 避 難 階 段  

 

(３ ) 屋 外 に 設 け る 避 難 階 段  

ア  構 造 （ 第 ４ － ６ 図 参 照 ）  

(ア ) 階 段 か ら ２ ｍ 以 内 に は そ の 階 段 に 通 ず る 出 入 口 以 外 の 窓 等 を 設 け

な い こ と 。（ た だ し 、 １ ㎡ 以 内 の 鉄 製 網 入 り ガ ラ ス 入 り 等 の 防 火 設 備

の は め ご ろ し 窓 は 可 ）  

(イ ) 屋 内 か ら 階 段 に 通 ず る 出 入 口 の 戸 は 、(１ ).ア .(カ )の 防 火 設 備 を 設

け る こ と 。  

(ウ ) 階 段 は 、 耐 火 構 造 と し て 地 上 ま で 直 通 す る こ と 。（ 鉄 造 も 可 ）  

(エ ) 階 段 の 開 放 性 は 、 各 階 に お い て 開 放 性 は 階 段 周 長 の 1/2以 上 が 直 接

外 気 に 有 効 に 開 放 さ れ て い る こ と 。（ 開 放 率 は 75％ 以 上 と す る 。）  

(オ ) 手 す り の 高 さ は 、 90㎝ 以 上 （ 踊 場 部 分 は 110㎝ 以 上 ） と す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － ６ 図  

手すり壁 

壁 垂れ壁 

踊り場の天井 

（最上階） 

天井面に接して500㎠以上 

の外気に開放された換気孔 

垂れ壁なし有効開口部 

面積２㎡以上 

手すり壁 

天井 

壁 

手すり 

防火設備 

常時閉鎖式又は 

随時閉鎖式・煙感知器 

若しくは熱煙複合式感 

知器連動自動閉鎖 

（屋外） 

この範囲内の出入口以外の開口部は禁止（ただし、１㎡以内の鉄製網入りガラス入り等のはめごろし窓は可。） 

≧２ｍ ≧２ｍ 

耐火構造の階段 

（屋内） 
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イ  ２ ｍ 未 満 の 距 離 に 設 け る は め ご ろ し 窓 の 取 扱 い  

屋 外 避 難 階 段 か ら ２ ｍ 未 満 の 距 離 の 範 囲 に １ ㎡ 以 内 の 鉄 製 網 入 り ガ

ラ ス 入 り 等 の 防 火 設 備 の は め ご ろ し 窓 を 連 続 し て 設 置 す る 場 合 、当 該 は

め ご ろ し 窓 相 互 間 の 部 分 は 耐 火 構 造 の 壁 で 区 切 ら れ る も の と し 、単 に 窓

枠 等 で 区 切 ら れ た 場 合 は 窓 枠 相 互 で 区 切 っ た 面 積 の 合 計 が １ ㎡ を 超 え

る こ と は で き な い 。（ 第 ４ － ７ 図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － ７ 図  

 

ウ  手 す り 、 格 子 等 の 取 り 扱 い  

屋 外 避 難 階 段 に 手 す り 、格 子 等 が 設 置 さ れ て い る 場 合 は 、当 該 部 分 の

見 付 面 積 の 3/4以 上 の 空 隙 が あ れ ば 、 開 放 さ れ て い る も の と し て 取 り 扱

う 。（ 第 ４ － ８ 図 参 照 ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － ８ 図  

a a a 3a 3a 

ａ 

(Fix) 

ｂ 

(Fix) 

ａ 

(Fix) 

 

ｂ 

(Fix) 

 

① ② 

ａ、ｂ各々１㎡以内であれば認められる。 

（耐火構造の壁で相互が隔てられている。） 

ａとｂの合計が１㎡以内であれば認められる。 

（開口部の窓枠等の区切りでは別の開口部として認められない。） 

ａ 

(Fix)  
ｂ 

(Fix) 

③ 

ａとｂの合計が１㎡を超える 

場合は認められない。 

屋外避難階段から２ｍ

未満の距離の部分 
ａ 

(片引き)  
ｂ 

(Fix) 

④ 屋外避難階段から２ｍ

未満の距離の部分 

ａとｂの合計が１㎡以内であっても、ａの部分がは

めごろしの構造になっていないので認められない。 
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エ  エ レ ベ ー タ ー の 出 入 口 と の 関 係  

屋 外 避 難 階 段 か ら ２ ｍ 未 満 の 距 離 の 範 囲 で あ っ て も 、十 分 外 気 に 開 放

さ れ て い る 場 合 に は 、そ の 部 分 に エ レ ベ ー タ ー の 出 入 口 を 設 置 す る こ と

が で き る 。  

な お 、エ レ ベ ー タ ー の 昇 降 路 の 戸 は 、法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ２ ロ に 規 定 す

る 防 火 設 備 と す る 必 要 が あ る 。（ 第 ４ － ９ 図 参 照 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － ９ 図  

 

(４ ) 特 別 避 難 階 段  

ア  構 造 （ 第 ４ － 10図 参 照 ）  

(ア ) 屋 内 と 階 段 室 と は 、 バ ル コ ニ ー 又 は 付 室 を 通 じ て 連 絡 す る こ と 。  

(イ ) 屋 内 と 階 段 室 と が 付 室 を 通 じ て 連 絡 す る 場 合 に お い て は 、階 段 室 又

は 付 室 の 構 造 が 、通 常 の 火 災 時 に 生 ず る 煙 が 付 室 を 通 じ て 階 段 室 に 流

入 す る こ と を 有 効 に 防 止 で き る も の と し て 、国 土 交 通 大 臣 が 定 め た 構

造 方 法 を 用 い る も の 又 は 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た も の で あ る こ

と 。「 特 別 避 難 階 段 の 階 段 室 又 は 付 室 の 構 造 方 法 を 定 め る 件 」（ 平 成 28

年 国 土 交 通 省 告 示 第 696号 ）  

(ウ ) 階 段 室 、バ ル コ ニ ー 及 び 付 室 は 、(カ )の 開 口 部 、(ク )の 窓 又 は (コ )

の 出 入 口 の 部 分 を 除 き 、 耐 火 構 造 の 壁 で 囲 む こ と 。  

(エ ) 階 段 室 及 び 付 室 の 天 井・壁 の 室 内 に 面 す る 部 分 は 、下 地・仕 上 げ と

も 不 燃 材 料 と す る こ と 。  

(オ ) 階 段 室 に は 、付 室 に 面 す る 窓 そ の 他 の 採 光 上 有 効 な 開 口 部 又 は 予 備

電 源 を 有 す る 照 明 設 備 を 設 け る こ と 。  

(カ ) 階 段 室 、バ ル コ ニ ー 又 は 付 室 の 屋 外 に 面 す る 壁 に 設 け る 開 口 部（ 開

口 面 積 が 各 々 １ ㎡ 以 内 で 、鉄 製 網 入 り ガ ラ ス 入 り 等 の 防 火 設 備 の は め

ご ろ し 戸 は 除 く 。）は 、階 段 室 、バ ル コ ニ ー 又 は 付 室 以 外 の 当 該 建 築 物

の 部 分 に 設 け た 開 口 部 及 び 壁 、屋 根 (耐 火 構 造 の 壁 及 び 屋 根 を 除 く 。) 

か ら 90㎝ 以 上 の 距 離 に あ る 部 分 で 、延 焼 の お そ れ の あ る 部 分 以 外 の 部

分 に 設 け る こ と 。た だ し 、第 ３ .３ に 適 合 す る 場 合 は 、こ の 限 り で は な

い 。  

室内 

開放廊下 ＥＶ出入口 

２ｍ 出入口（常時閉鎖式防火戸） 

階段の踊場の幅 
手すり 

屋外避難階段 
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(キ ) 階 段 室 に は 、バ ル コ ニ ー 及 び 付 室 に 面 す る 部 分 以 外 に 屋 内 に 面 し て

開 口 部 を 設 け な い こ と 。  

(ク ) 階 段 室 の バ ル コ ニ ー 又 は 付 室 に 面 す る 部 分 に 窓 を 設 け る 場 合 に は 、

は め ご ろ し 戸 を 設 け る こ と 。  

(ケ ) バ ル コ ニ ー 及 び 付 室 に は 、階 段 室 以 外 の 屋 内 に 面 す る 壁 に 出 入 口 以

外 の 開 口 部 は 設 け な い こ と 。  

(コ ) 屋 内 か ら バ ル コ ニ ー 又 は 付 室 に 通 ず る 出 入 口 に は 特 定 防 火 設 備 を 、

バ ル コ ニ ー 又 は 付 室 か ら 階 段 室 に 通 ず る 出 入 口 に は 防 火 設 備 を 設 け 、

そ の 開 閉 機 能 及 び 大 き さ は 、 い ず れ も (１ ).ア .(カ )に よ る こ と 。  

(サ ) 階 段 は 、 耐 火 構 造 と し 、 避 難 階 ま で 直 通 と す る こ と 。  

(シ ) 15階 以 上 の 各 階 又 は 地 下 ３ 階 以 下 の 各 階 に お け る 階 段 室 及 び こ れ

と 屋 内 と を 連 絡 す る バ ル コ ニ ー 又 は 付 室 の 床 面 積 の 合 計 は 、そ の 階 の

居 室 床 面 積 に 3/100（ 建 基 法 別 表 第 一 (い )欄 (一 )項 又 は (四 )項 の 用 途

の 居 室 に あ っ て は 8/100） を 乗 じ た も の の 合 計 以 上 と す る 。  

 

（ バ ル コ ニ ー 方 式 の 特 別 避 難 階 段 ）  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 自 然 排 煙 方 式 の 特 別 避 難 階 段 ）  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

採光上有効な開口部 

耐火構造の壁 

内装  

下地、仕上とも不燃材料 

ⓐ：特定防火設備 

① 常時閉鎖式又は 

② 随時閉鎖式、煙感知器連動自動閉鎖若しく

は熱煙複合式感知器連動自動閉鎖 

ⓑ：防火設備 

① 常時閉鎖式又は 

② 随時閉鎖式、煙感知器連動自動閉鎖若しく

は熱煙複合式感知器連動自動閉鎖 

バ
ル
コ
ニ
ー 

：避難経路 

ⓑ 

ⓐ 

耐火構造の壁、内装は下地、仕上とも不燃材料 

延焼のおそれのある部分以上の距離 

外気開放窓 

予備電源付照明設備 
隣
地
境
界
線 

付 

室 

ⓑ 
ⓐ 



第４ 避難施設 

 11 

（ 機 械 排 煙 方 式 の 特 別 避 難 階 段 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 10図  

 

イ  特 別 避 難 階 段 の バ ル コ ニ ー 又 は 付 室 の 床 面 積  

特 別 避 難 階 段 の バ ル コ ニ ー 又 は 付 室 の 床 面 積 に つ い て は 、５ ㎡ 以 上 と

す る こ と が 望 ま し い 。  

ウ  非 常 用 エ レ ベ ー タ ー の 乗 降 ロ ビ ー と 特 別 避 難 階 段 の 付 室 を 兼 用 す る

場 合 の 必 要 床 面 積 は 、 次 に よ る こ と 。（ 第 ４ － 11図 参 照 ）  

(ア ) 非 常 用 エ レ ベ ー タ ー の 乗 降 ロ ビ ー の 必 要 床 面 積（ １ 基 に つ い て 10㎡ ）

と 特 別 避 難 階 段 の 付 室 の 必 要 床 面 積（ 概 ね ５ ㎡ ）を 合 算 し た 床 面 積（ 15

㎡ ） 以 上 と す る こ と 。  

(イ ) 建 基 令 第 123条 第 ３ 項 第 12号 の 規 定 に よ り 算 定 さ れ る 特 別 避 難 階 段

の 階 段 室 及 び 付 室 の 床 面 積 の 合 計 に 、非 常 用 エ レ ベ ー タ ー の 乗 降 ロ ビ

ー の 必 要 床 面 積 を 合 算 し た 面 積 以 上 と す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ － 11図  

 

排煙 

Ｂ㎡ ≧（10㎡＋５㎡） 

特別避難階段（Ａ㎡） 

非常用 EV 
DS 

EPS 

乗降ロビー 

兼用付室 

（Ｂ㎡） 

(Ａ＋Ｂ)㎡ ≧ 建基令第123条第３項第12号の 

規定面積＋10㎡ 

かつ 

50㎝≦ 

90㎝≦ 

窓 

耐火構造の壁、内装は下地、仕上とも不燃材料 排煙設備（風道） 

予備電源付照明設備 
付 室 

ⓑ ⓐ 
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６  屋 外 へ の 出 口  

建 基 令 第 125条 に 定 め る 避 難 階 の 屋 外 へ の 出 口 は 、 回 転 扉 と し な い こ と 。  

☜  

 

７  そ の 他  

(１ ) 建 基 令 第 120条 の 居 室 等 の 歩 行 距 離 は 、 火 災 時 等 の 避 難 を 想 定 し た も の

で あ る か ら 、 室 内 の 間 仕 切 り 、 家 具 等 を 考 慮 し た も の と す る 必 要 が あ る 。 

(２ ) 避 難 経 路 と な る 通 路 や 階 段 等 の 壁 及 び 天 井 に は 、避 難 上 障 害 と な る 鏡 等

を 設 け な い こ と 。  

(３ ) 直 通 階 段 が 避 難 階 に お い て 上 層 と 下 層 の い ず れ に も 連 な る 場 合 の 避 難

階 の 階 段 室 内 に は 、そ の 旨 の 表 示（ 避 難 口 誘 導 灯 、誘 導 標 識 ）を し て お く

こ と 。 ☜  

(４ ) 避 難 通 路 等 に は 、 避 難 の 障 害 と な る よ う な 段 差 等 を 設 け な い こ と 。  

(５ ) そ の 他 避 難 通 路 等 の 取 扱 い は 、 条 例 第 ５ 章 に よ る こ と 。  
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【 参 考 】  関 係 条 文  

建 基 法 建 基 令 告 示 

第 35条  

（ 特 殊 建 築 物 等 の 避 難

及 び 消 火 に 関 す る 技 術

的 基 準 ）  

第 11 6条 の ２  

(窓 そ の 他 の 開 口 部 を 有 し な い

居 室 等 ) 

第 11 7条  

(適 用 の 範 囲 ) 

第 11 8条  

(客 席 か ら の 出 口 の 戸 ) 

第 11 9条  

(廊 下 の 幅 ) 

第 12 0条  

(直 通 階 段 の 設 置 ) 

第 12 1条  

(２以上の直通階段を設ける場合) 

第 12 1条 の ２  

(屋 外 階 段 の 構 造 ) 

第 12 2条  

(避 難 階 段 の 設 置 ) 

「 通 常 の 火 災 時 に お い て 相

互 に 火 熱 又 は 煙 若 し く は ガ

ス に よ る 防 火 上 有 害 な 影 響

を 及 ぼ さ な い 構 造 方 法 を 定

め る 件 」（ 平 成 28年 国 土 交 通

省 告 示 第 695号 ）  

第 12 3条  

(避 難 階 段 及 び 特 別 避 難 階 段 の

構 造 ) 

「 特 別 避 難 階 段 の 階 段 室 又

は 附 室 の 構 造 方 法 を 定 め る

件 」（ 平 成 28年 国 土 交 通 省 告

示 第 696号 ）  

第 12 3条 の ２  

(共 同 住 宅 の 住 戸 の 床 面 積 の 算

定 等 ) 

第 12 4条  

(物 品 販 売 業 を 営 む 店 舗 に お け

る 避 難 階 段 等 の 幅 ) 

第 12 5条  

(屋 外 へ の 出 口 ) 

第 12 5条 の ２  

(屋 外 へ の 出 入 口 等 の 施 錠 装 置

の 構 造 等 ) 

第 12 6条  

(屋 上 広 場 等 ) 

 

第 36条  

（ こ の 章 の 規 定 を 実 施

し 、 又 は 補 足 す る た め

必 要 な 技 術 的 基 準 ）  

第 23条  

(階 段 及 び そ の 踊 場 の 幅 並 び に

階 段 の け あ げ 及 び 踏 面 の 寸 法 ) 

第 24条  

(踊 場 の 位 置 及 び 踏 幅 ) 

第 25条  

(階 段 等 の 手 す り 等 ）  

第 26条  

(階 段 に 代 わ る 傾 斜 路 ) 

第 27条  

(特 殊 の 用 途 に 専 用 す る 階 段 ) 

「 建 築 基 準 法 施 行 令 第 23 条

第 １ 項 の 規 定 に 適 合 す る 階

段 と 同 等 以 上 に 昇 降 を 安 全

に 行 う こ と が で き る 階 段 の

構 造 方 法 を 定 め る 件 」（ 平 成

26 年 国 土 交 通 省 告 示 第 709

号 ）  
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建 基 県 条 例  

第 ７ 条    (劇 場 等 の 屋 外 へ の 出 口 ) 

第 ８ 条    (劇 場 等 の 直 通 階 段 ) 

第 ９ 条    (劇 場 等 の 避 難 階 段 等 ) 

第 ９ 条 の ２  (劇 場 等 の 用 途 に 供 す る 部 分

へ の 準 用 ) 

第 ９ 条 の ３  (劇 場 等 の 用 途 に 供 す る 部 分

に お け る 直 通 階 段 の 共 用 ) 

第 ９ 条 の ４  (劇 場 等 の 避 難 階 に お け る 避

難 経 路 ) 

第 10条    (劇 場 等 の 廊 下 ) 

第 11条    (劇 場 等 の 客 席 か ら の 出 口 ) 

第 14条    (マ ー ケ ッ ト 等 の 通 路 ) 

第 16条    (木 造 の 共 同 住 宅 等 の 出 口 ) 

「 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の

促 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 告 示 」（ 平 成 23

年 国 家 公 安 委 員 会 ・ 総 務 省 ・ 国 土 交 通 省

告 示 第 １ 号 ）  

 

 

条 例  

第 ５ 章   (避 難 及 び 防 火 の 管 理 等 ) 

 


